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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成21年11月12日(2009.11.12)

【公開番号】特開2008-310294(P2008-310294A)
【公開日】平成20年12月25日(2008.12.25)
【年通号数】公開・登録公報2008-051
【出願番号】特願2008-78408(P2008-78408)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ  15/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ  15/08    ５０４Ｃ
   Ｇ０３Ｇ  15/08    ５０７Ｚ
   Ｇ０３Ｇ  15/08    １１２　
   Ｇ０３Ｇ  15/08    ５０１Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成21年9月30日(2009.9.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非磁性一成分現像剤を収容する現像剤収容室と、
　前記現像剤収容室から開口部を介して現像剤が補給される現像室と、
　現像剤を担持搬送する現像剤担持体と、
　前記現像剤担持体に担持された現像剤の層厚を規制する層厚規制部材と、
　前記現像剤担持体に電圧を印加する第一の電圧印加手段と、
　を備えた現像装置において、
　前記層厚規制部材が導電性であり、
　前記第二の電圧印加手段により前記層厚規制部材に印加される電圧が、前記第一の電圧
印加手段により前記現像剤担持体に印加される電圧よりも、現像剤の正規帯電極性の方向
に第一の所定の電圧差分だけ大きな電圧であり、
　前記第一の所定の電圧差分が５０［Ｖ］以上３００［Ｖ］以下であり、
　前記現像室に補給される現像剤の飽和摩擦帯電量の絶対値が４０［ｍＣ／ｋｇ］以上９
６［ｍＣ／ｋｇ］以下である
ことを特徴とする現像装置。
【請求項２】
　前記現像剤担持体の表面の算術平均粗さ（Ｒａ）が０．２［μｍ］以下であることを特
徴とする請求項１に記載の現像装置。
【請求項３】
　前記現像剤収容室に回転自在に設けられ、現像剤を撹拌する現像剤撹拌部材と、
　前記現像室に回転自在に設けられ、前記現像剤担持体に現像剤を供給する現像剤供給部
材と、
　を備え、
　前記現像剤収容室は、使用状態の姿勢で前記現像室の上方に配置され、
　前記開口部は、前記現像剤供給部材の回転軸方向を長手方向とする長穴形状に設けられ
ており、
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　前記現像剤撹拌部材の回転半径をｒ１とし、前記現像剤撹拌部材の回転中心から前記開
口部における前記長手方向に直交する方向の中央部までの距離をｒ２とした場合に、
０［ｍｍ］≦ｒ２－ｒ１≦５［ｍｍ］
の関係を満足し、
　前記現像剤供給部材の回転半径をｒ３とし、前記現像剤供給部材の回転中心から前記開
口部における前記長手方向に直交する方向の中央部までの距離をｒ４とした場合に、
５［ｍｍ］≦ｒ４－ｒ３≦１５［ｍｍ］
の関係を満足することを特徴とする請求項１又は２に記載の現像装置。
【請求項４】
　前記開口部における前記長手方向に直交する方向の幅が、５［ｍｍ］以上２０［ｍｍ］
以下であることを特徴とする請求項３に記載の現像装置。
【請求項５】
　前記現像剤供給部材に電圧を印加する第三の電圧印加手段を備え、
　第三の電圧印加手段により前記現像剤供給部材に印加される電圧が、前記第一の電圧印
加手段により前記現像剤担持体に印加される電圧よりも、現像剤の正規帯電極性の方向に
第二の所定の電圧差分だけ大きな電圧であり、
　前記第二の所定の電圧差分が５０［Ｖ］以上１０００［Ｖ］以下であることを特徴とす
る請求項１乃至４のいずれか１項に記載の現像装置。
【請求項６】
　前記現像室に補給される現像剤の凝集度が５［％］以上３０［％］未満であることを特
徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の現像装置。
【請求項７】
　静電潜像が形成される像担持体と、
　前記像担持体に現像作用を行う請求項１乃至６のいずれか１項に記載の現像装置と、
　を備えることを特徴とする画像形成装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　上記課題を解決するために本願発明にあっては、
　非磁性一成分現像剤を収容する現像剤収容室と、
　前記現像剤収容室から開口部を介して現像剤が補給される現像室と、
　現像剤を担持搬送する現像剤担持体と、
　前記現像剤担持体に担持された現像剤の層厚を規制する層厚規制部材と、
　前記現像剤担持体に電圧を印加する第一の電圧印加手段と、
　前記層厚規制部材に電圧を印加する第二の電圧印加手段と、
　を備えた現像装置において、
　前記層厚規制部材が導電性であり、
　前記第二の電圧印加手段により前記層厚規制部材に印加される電圧が、前記第一の電圧
印加手段により前記現像剤担持体に印加される電圧よりも、現像剤の正規帯電極性の方向
に第一の所定の電圧差分だけ大きな電圧であり、
　前記第一の所定の電圧差分が５０［Ｖ］以上３００［Ｖ］以下であり、
　前記現像室に補給される現像剤の飽和摩擦帯電量の絶対値が４０［ｍＣ／ｋｇ］以上９
６［ｍＣ／ｋｇ］以下である
ことを特徴とする。
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